
上江刷中漂 畠浩会自主鱗災組織規程

平成24年 11月 11日

上江別中原自治会

(名称及び組織 )

嬢 1彙 上江別申原 自治会規持第 4条 6量の目的な達成するために、上洋別中朦自治会自主

防災菫織 (以下『中原自節災」という。)を経成し、事務所は本部長宅に鶯く。

(舞  的)

第 2集 中隠自鋳災は、災審発生時の被書を最小限:こ絆えるため、上江刷中源自治会地域住

民の経議崎な鶴力により『 自分たちの彗は、自分たちで守る』という自発崎な防災意

1識の高機と、災害時の円織な応急活動が実麓されることを目的とする。

(事 業)

第3集 中票自防員は、前集の爵崎を達成するために次の事業を行う。
1)鋳災活麟の意識高場に関すること。
2)災書発生時における情報収集と伝達、朝窮漑火、救出歓護、選難鋳導の応急活動

に関すること。
3)防災本部の運営に腱すすること。
4)防災爾練に関すること。
5)その他自主防災に関すること。

(隷織と役農)

鐵4彙 中票自欝災に次の組織と役員を置く.役員は上江爾中源自治会役員及び区役員があ

たる。
1)勝災本部     本 部 長 1名 、会長 .

副本部長 2墓 、議会長.

事 務 島4名、総務部長・副部晨、会計部長・爾部長.

2)情報連絡難    班長 8名、各区長.    爾議長 3名、各鋼区長.

(糠長・副魔長は、担当区の区長・ 議区長があたる。)

3)稿 火 棄     嚢長 1名 、青少年育成部長.爾荘長 1名 、国翔部長.

4)執出競餞雛    套長 1名 、舞鏡部長.   雛雛彙 1名 、需剛部長.

5)避難酵導轟    衰長 1名、社会鶴織部長苺 翻轟疑 1名 、爾副部長.

6)捨水・ 織食緊   緊長 1名、女畿襲晏。   鋼軽長 1名 、爾副部長.

2 爾条■項の 3号浦火荘、4号畿出競饉薇、 5号避難誘導凛、6号籍ホ・ 織食軽には

区の各部機套役員、災書地近隣の難擬風び会員の応急活動への参卸協力を得る。

〈役量の任務)

第5乗 第4祭 1項の 1号から6号に定める役員の任務は次の通りとする。

1)本部長は申票蘭防災を代簗 し、舞書時には応急対策の機揮をとる。

2)副本部長は本部長を構鐘 し、本部長に事故あるときはその職務を代行する。

3)事務局は訪災本部の遷営業務にあたる。
4)舞長は

=を
統轄し、活動難務を遂行する。

5)翻褻長は糠長を補佐し、活動業務を選行する。
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(組織の綱戚)

第6集 申原自防災の組織編成は次のとおりとし、防災本部、各活動騒、民生委員児童織風

及び独最高鰺支援慧の機力員との連機を穣 :こ し、災書時の円滑な応急活動が実施され

ることを目指す.

I中源 自防災網曜鶴随成圏1

い ●

(籠機の活襲)

第 7条 中原自猫災の活動内容は次のとおりとし、第 3彙に掲げる事業として行う。

ただし、鍵警機盛直後の議饉議議では亀験な伴う活織は避け、安全を考慮したでき

る籠目の活動を行う。
1)防舞本部.

〔平管時〕0災書時要競護者等の名簿量儀. C民生委員児童委員・教居書館支銀

者の協力員と連携する。)

0避難醸機の実飽及び参加呼びかけ等.

《災書時》0災

0市防

0_L自 運自

く
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初機

本 部 難 … 会 長 機名

爾本部難・・・・爾会長 2名

事 務 局… 盆名

舞 長・・・・女機海暴 1名

副舞長…・・同副部長 1名

(区の女性部担当の機カ

を得る)

情報連絡褒

轟 長・・・・区 長 8名

爾糠長・Ⅲ…画区長 8名

(糠長・ 翻議長は担当区

で行う)

☆民生委員・児童委員

(身簿者・要介護者・高

齢で身体不自由者など)

協力員
:

:

L
救出救錢菫

糠 長・・・・環濃1部長■名

副義長・・・・爾爾部長 1名

(区の議舞部担当、災書

地近舞の軽彙及び会長
の協力を得拳)

(区の社会福祉部担当

災書地近隣の襲長及
を得る)

び

醸糠長・・・・

1名
1名

群 長…・薇 長・・・・育成部長 1名

醐棄長・・・・興翻部長 1名

(区の青少年育成部担当、

共書地近隣の策長及び

る
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2)構継連絡藤看

(平常時〕0地域内籠識額所の把難.

0防災経係機関との連携春
《災警時≫0災書・ 被書状況の機鐘と災書本部への情報連絡.

0災書地住民の安膏艤諄等.

3)消 火 糠.

[平常時〕○水利の点検.

0消防爾と命難舞.

≪災書時≫0出火鋳止め呼びかけ。

O初麟消火、繁防署への火災連絡等.

4)数出救雛凛.

〔平常時〕0食傷者の最出機護方法 (人工呼吸・止血等の救急熱置澁)の修得.

0災書時要援護者等の篠居轟轟。 (民生委員児童委員・独居高齢支援

者の協力貫と連携する。》
《災書時≫0負傷者、災書時要機鐘1者等の数饉数助.

0負傷者の臨饉手当、救急率の手配等.

6)週国閣田勝鑢卜襲L
〔平常時〕01議難所の凛露と燿知.

0災書時賽援鐘着等の住居及び避難誘導方法の凛諄.〈民生委員児童

委員 魯畿居轟齢支援者の鶴力難 連携する。)

《典警時》0避難誘導経路の安全篠雛ゅ

0災警時要鐘護者等の避難誘導等,

6)織水・綸食班.

〔平常時〕0備警衝の点崚及び縮水拠点の機機。
《災書時》0数援機資の配布.

0飲料永の確保及び策き姦じ給費等.

(経 費)

欝 8条 中源自防災の活動轟費は、上江躍中原自議会事業費の予算内とする中ただし、応急

活動において必要な経費が生じた轟合は、上江割申環自治会役員会で協議する。

(守秘義務)

第9条 第4魚に定める申源自防災経織惨畿員は、この活動で類り得た個人情報を活動圏

係者以外 :こ漏 らしてはならなしヽ。その穣を退いた後も同様とする。

(規程の改廃)

癖10桑 この規程の政策は、上江劇中原自治会合購役員会で審難し、難席者の選半数以上の

承諄をもって行 う。

付 則

この規程は、平成 24年 11月 11日 から篤行する.
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